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おめでとう:韓国女性労組結成 10周年

発 、 房夢ク.連帯感
=こ

満ちた 形解疑倉

未来だ庖クフ硯動贋会議閉僣右

去る 9月 12日 から 15日 、韓国女性労働組合

(KWTめ の結成 10周年を記念する大イベント

がソウルで催されました。

韓国では 1997年の経済危機に伴 うIMF管理下

で、工場や企業の閉鎖、アウトソーシングが進み、

女性労働者の多くが失業 し、臨時や請負労働者に

な りました。そんな中、KWrUは 1999年 8月 、

400人で結成され、今では 6000人 を超える全国

組織に成長 しました。現在、韓国の女性雇用者の

7割が非正規といわれますが、中 の組合員は

大半が非正規雇用者です。

9月 12日 は午後からurUの 祝賀会が開かれ

ました。全国 10の支部から 500人を超える組合

員が集い、日頃の仕事とたたかいの厳 しさを忘れ

て喜びを分かち合いました。インチョン、クワン

ジュ、マサンなど、支部の組合員はそれぞれ揃い

のTシャツを着たリチマチョゴリで正装したり、

コスプレで仮装するなど、コミュニティセンター

の大講堂はカラフルな女性たちで埋められました。

はじめに KW「Uのパク・ナムヒ委員長から挨

拶があり、10年間の思いと重みを噛みしめた後は、

太鼓、歌、踊 り、寸劇、コントなど支部ごとの出

し物が次々と披露され、笑いと拍手とエールが飛

び交い、会場は喜びと連帯感に包まれました。

後半に、帥 と関わりの深い支援者たちから

短いスピーチがあつた後、各支部の功労者 と文芸

活動で選ばれた人たちが表彰され、パク・ナムヒ

委員長と 1人ひとり抱擁を交わし、全員が明日ヘ

の誓いを新たにして閉会となりました。

13日 から 15日 の 3日 間は、「オルタナティヴ

な組織化戦略に関する国際会議」が開催され、13

ヵ国から25人、韓国から35人、計約 60人が参

加 しました。日本からは、首都圏青年ユニオンの

山田真吾さん、PECOの屋嘉比ふみ子さん、女性

ユニオン東京の伊藤みどりさんと CAWネ ット・

ジャパンから広木の 4人が招待されました。

国際会議は、̈ と、マ リア・リーさんを代

表とする女性労働者アカデ ミー (WWA)の共同

開催。中国やインドシナ 3国を含むアジアからの

参加者に加え、南アフリカや中南米のニカラグア

から、また、アジア地域やインターナショナルな

NGOか らの参加者もあり、世界のどこからでも

すぐれた経験や新 しい試みから学ぼうとする大胆

な発想に驚きました。何よりも K即 の組合員

はじめ韓国の女性たち約 35人が 3日 間、積極的

に議論に参加 し海外の女性たちと交流を深めると

いうその姿勢に、未来への強い意志を感 じました。

国際会議では6つのケース・スタディと 1つの

特別報告 (京ガス裁判で同一価値労働同一賃金原

則に基づく勝利判決を引き出した屋嘉比さん)が
あり、グループ討論を交えながら活発に議論が進

められました。次ページ以下に、ケース・スタデ

ィの簡単な紹介 (中 の報告は全文翻訳)、 参

加者の感想文を掲載 します。 (広木道子)



κ″ァ罐雄謗  創造と拶κ戦

世界1こ学ぶ女性労働 拗

新自由主義の下で急速に進んだグローバル化は、

女性たちの雇用を不安定にし、世界中で臨時やパ

ー ト、請負、家内労働などが増大し、賃金や労働

条件を悪化させています。同時に、組織化を一層

困難にしています。この国際会議は、女性労働者

を組織化 しエンパワーするため、世界の中の新し

い方法や優れた試みを学び合い、新 しい創造的な

考えを持つて運動を発展させようとするものです。

Case Study l韓 国 (IWttU。 次ページ以下全訳)

Case Study 2日 本 (首都圏青年ユニオン・省略)

Case Study 3南 アフリカーシクラソンケ

2004年 に 2人の農村女性の運動によって始ま

つた。長い間アパル トヘイ トに苦しんできた南ア

フリカで、労働法ができたのは 1994年にマンデ

ラ新政権が誕生してからのこと。その後も農村で

の組織率は 5%未満と低く、女性はほとんど未組

織だった。女性の地位は低く、男性より低賃金で

季節労働に従事、独立した契約はなく、住居の契

約は男性の名前を借 りなければならなかつた。

国内の経済状況が悪化 し、2004年までの 10年

間に、全国で 100万人の農業労働者が立ち退きな

どで流出した。日本の派遣切 りと同じく、住居ま

で奪われて放 り出される農業労働者の問題に直面

して、「農村女性の声を政府に届けよう」と労働組

合が結成された。男性もいるが、リーダーの 90%
は女性である。解雇や居住に関し 4～6か月の事

前通告制、有給の産体、貧しい子供たちに制服を

支給するなどを実現したほか、女性や若い世代の

農業従事者育成なども行つている。

Case Study 4香 港一清掃労働組合

2002年、400人で組合結成。ビル管理・警備な

ど全員契約労働者。清掃労働者は全体で 95,000

人いるが、中国、ネパール、タイなどアジア諸国

からの移住者 と女性が多く、外部からのサポー ト

が得られにくい。1000社ある清掃会社の多くは月ヽ

規模で家族経営であり、労働条件は非常に悪い。

最低賃金制度を求める市民連合とともに、毎年

最賃と時短の取 り組みを行つてきた結果、政府は

2010年 に最賃の制度化を実現すると発表。組合は

清掃労働者の実態調査を行い、政府交渉とマスメ

ディアヘの働きかけに積極的に取 り組んでいる。

大企業でも多くの労働争議が発生している。香

港の清掃労働組合は、国際組織である UNIに加

盟 している。デンマークに本社を持つ多国籍清掃

会社である ISSは UNIと の協約を持っているた

め、香港の ISS労働者にも適用される。

組合は労働条件の改善だけでなく、労働者のニ

ーズに誠実に応え、自信や仕事上の能カアップに

も取 り組み、仲間との連帯感を大切にしている。

Case Study 5ニ カラグアーMEC
MECは 1994年、12人の女性の労働組合 リー

ダーの呼びかけによって作 られた女性団体で、名

称は直前に死亡したリーダーの名前からとつたも

の。工場労働者はじめさまざまな形で働く女性と

失業者、起業家などを含め、ニカラグアの 6つの

州にまたがる 70,000人の組織である。

ニカラグアは近年、新政権の下で民営化が急速

に進み、マキラ ドーラ (保税輸出加工区)が造ら

れ多国籍企業を積極的に受け入れたことにより女

性労働者の数が増えた。しかしその多くが sweat

shop(劣悪な労働条件の工場)であるため、MEC
は“仕事は必要だが人間の尊厳を守れる仕事を !"

をスローガンに国民的なキャンペーンを行つてい

る。メンバーやボランティアに対する教育は特に

熱心でアカデミーを設立し、継続的・組織的にリ

ーダーを養成する取 り組みをしている。

マキラ労働者 と連帯する中央アメリカの女性ネ

ットワークに参加 して、自ら行動規範 (Codes of

COnduct)を作 り多国籍企業に守らせる運動をし

てお り、政府との交渉で労働法の改正に成功した

(こ の件については本紙 10-12面の 「衣服をつ

くる女性たち」の記事を参照して下さい)。

Case Study 6韓 国―希望のための仕事の交換

岬 U結成の母体となった韓国女性労働者会

プチョン支部は、各自が持てる力を他の人のため

に役立てるよう交換 し合 う実践的な活動を始めた。

点数化された地域通貨のような仕組みで、モノや

サービスだけでなく、趣味の世界も含み、銀行に

依存じ物質主義に振 り回されることなく、地域を

巻き込んで生活の質を高める運動をめざす。



Case Study l  車草恒ヨ

勃 で■くヨト正規言性の組織イヒ

κ″アυキョンナム

…

(1)各学校に 1人で働 く非正規労働者をどのよ

うに組織化 したか

韓国女性労働組合 (KWTDキ ョンナム支部に

は、学校で働 く非正規労働者を中心として 1000

人の組合員がいる。キョンナム支部は、科学実験

助手、栄養士、調理師、特別教育補助教員、学童

保育士、教育介護教諭など仕事の種類によつてそ

れぞれのユニットを組織しフルに活動をしている。

学校の非正規労働者が最初に注目を集めるきつ

かけとなったのは、彼女たちの労働条件と地位に

関する全国調査であった。この調査を行なったの

は 帥 であるが、それはクアンジュの地域で

始めた学校の非正規労働者へのカウンセ リングが

拡大していった結果であつた。

キョンナム支部は、KШ の中央本部が他の支

部との話 し合いに基づいて準備 したアンケー ト用

紙を携えて、1校 1校学校訪間を始めた。最初、

学校の労働者たちは KW「Uのことを知らずに、

私たちを保険のセールスだと勘違いして追い払い、

アンケー トにも応 じてくれなかった。私たちは彼

女たちに名刺とパンフレットを渡した。このよう

な行動を通して、1人ひとり相談にやってくるよ

うになつた。

このアンケー ト調査に基づいて、私たちは「非

正規学校労働者の労働条件の調査と提案Jと いう

フォーラムを 2000年に開催 した。250人 を超え

る非正規学校労働者がこれに参加 し、地方のメデ

ィアも大きく取り上げた。その結果、これまでは

個人ベースの相談だつたものが、フォーラムの後

はグループでの相談に変わっていった。2002年 に

は実験助手のグループも

「

VRIに グループでの

相談を申し込むようになつた。

これをきっかけに、2003年 には「学校実験助手

ユニット」が組織された。これは、非正規で働く

学校労働者の最初のユニットである。このユニッ

トは組合員の要求のためにたたかい、地方自治体

の管轄機関である教育委員会に勝利 したことで、

組合員の士気を高めることになつた。このニュー

スは実験助手だけでなくその他の非正規学校労働

者の中で噂となって広がっていった。労働者は学

校の中で КttTじ の話をするようになり、私たち

もどんな小さなことでも日に見える結果が出るよ

うにたたかい、組合員のささやかな相談でも実行

に移 した。実験助手ユニットの組合員は最初 40

人くらいだったが、たたかいと職業訓練を続けた

結果 170人に増えた。このユニットは多くのリー

ダーを育てた最も模範的なユニットとなった。

2004年に学校会計指令 〈ガイ ドライン〉が施行

されると、学校栄養士が KttTUのことを聞きつ

けてコンタク トをとり、非正規で働 く栄養士に対

する差別の問題を相談してきた。KWtt」 は実際に

キョンナム道の全域を回り、その地域の栄養士に

会ってグループとして組合に加入するよう助言 し

た。 2、 3人の栄養士が私たちに会いたいと言つ

てきたときも、私たちは実際に出かけていつて
prUの 話をし、彼女たちが心配 している様々な

法的な問題についても説明をした。このような努

力を通 して、1か月の間におよそ 160人の栄養士

が組合に加入した。多くは電子メールやファック

スで組合への加入を申請 した。

2005年 、ついに「非正規学校栄養士ユニット」

が組織 され、私たちは差別に対するたたかいを進

めた。そして、年 2回非正規の栄養士だけに行な

われる衛生検査を廃止させた。また、何の対応策

もなしに非正規の栄養士を転勤させる問題を撤回

させ、頻繁な解雇を防ぐことに成功した。

当時キョンナム支部内の一都市であったジンジ

ュで 1人の非正規の学校調理師が解雇された。非

正規学校調理師たちが KC]田 (民主労総)や様々

な市民団体とコンタクトを取つたが、サポー トは

得 られなかった。彼女たちはいろいろな所から情

報を得て、最終的に KW「Uに連絡 してきた。私

たちは、ジンジュ地域の非正規で働く学校調理師

と話 し合いを持ち、可能な解決策とたたかいの方

向性について議論 した。その結果彼女たちは、教

育委員会の前で集会を持ち、解雇撤回を要求した。

この過程で調理師たちは、非正規労働者である

ために受ける不当な扱いに対する怒 りと悲 しみを

多くの人々の前で話 した。そして、「団結すれば解

決できる」と確信 して全員がKW躙Jに加わった。

教育委員会との話合いを通 して最終的にたたかい



に勝和lすることができた。この勝利の後で、ジン

ジュの学校調理師たちは自信をもつて他の地域の

調理師と連絡をとり、KW頂」に加わるように彼女

たちを説得 した。その結果 2006年 、第二のユニ

ッ トとして非正規学校調理師ユニッ トがおよそ

140人の組合員で組織された。

これは、組合員が他の女性労働者に効果的に組

合加入をすすめた模範的なケースであ り、また

KW「Uに よる女性労働者の組織化の典型的なケ

ースでもある。このケースは、どのような小さな

解雇 も見逃 さず問題 を解決 しよ うと努力す る

帥 の特色をよく表している。

私たちは後に、非正規の学校労働者の組合員か

ら「特別教育補助教員」のことを聞いた。この特

別教育補助教員の職は最近取り入れられた仕事で

ある。彼女たちは正規の教員と密着 して働くので

とくに口惜 しさを感 じている。そこで私たちはこ

の 「特別教育補助教員」の組織化を開始した。情

報を集め、彼女たちの特徴をつかみ、リーダーに

なりそ うな人とのコンタク トを取つた。私たちは

個人的に彼女たちに会い、説得を続けた。幸いに

も中に数人のリーダーとなりうる人を見つけるこ

とができた。

このリーダーたちが特別教育補助教員の仕事の

実地 トレーニングについて情報を提供 してくれた。

私たちは、特別教育補助教員がある時点で全員ま

とまって rFRIに 加入してくれるよう計画を立

てた。その結果約 120人がグループとして組合に

加入してくれた。KWtt」 についての説明会を開催

した後、120人の組合員でユニットを組織 して委

員長を選出し、各地域のスタッフを決め、連絡網

をつくるまで、すべてを同時に行なった。これは

特別教育補助教員という非正規の学校労働者で構

成される第四のユニットがどのように設立された

かという簡単な説明である。

(2)よ り効率的なコミュニケーションのために

非正規学校労働者の組合員は多くが、学校に 1

人で配置されて働いている。この個人的であると

い う仕事の性格のために、組合員 1人ひとりとコ

ミュニケーションを持つのが非常に困難である。

KⅥ咽 はコミュニケーションの場としてインタ

ーネットフォーラム (注 1)を開設 した。これは

組合員同士、あるいは支部と、または全国レベル

で、より効率的なコミュニケーションを可能にす

る。非正規の学校労働者の組合員が困難を共有し

問題の解決を話し合 う場として重要な役割を果た

す。̈ のすべてが、インターネットフォーラ

ムを通 して組合員に知らされる。

一方、KW「Uキ ョンナム支部はネットワークの

中で各ユニットを組織し、会議を開き、リーダー

を見出している。 [た とえば、団 TUキ ョンナム

支部→実験助手ユニット→マサン・チャンウォ

ン・ジムヘなどの地域別小グループ→組合員 (各

基礎グループで選出されたリーダー)]
このような組織的構造で、それぞれのユニット

や各地域で委員長や書記長などのリーダーや各基

礎グループのリーダーが選ばれる。一般的には、

各地域で組合員による月 1回の会合がもたれるこ

とになっている。これにより民主的なコミュニケ

ーションが可能となり、特に選ばれたリーダーは

KWrUの 活動に参カロすることによつて人間的な

成長の機会を与えられる。

(3)中央本部の支援で教育訓練機会が増加

たたかいの連続で支部の活動は忙 しく、リーダ

ーや組合員の成長を援助するプログラムがなかっ

た。帥 の中央本部からの支援がなければ教育

内容や講師、経費の確保等、現在のレベルまで到

達するのは不可能だったと思われる。中央本部が

リーダーシップ・ トレーニング・マニュアルを用

意 し、地方支部に送付 した。マニュアルにあるリ

ーダーシップ・ トレーニングを通して、リーダー

たちは自分たちの生活を理解 し、理解 しあえる人

間としての人間関係を築き、組合の中でのリーダ

ーとしての能力を伸ばしていった。 リーダーたち

の成長はキョンナム支部の力の範囲を超えていた。

しかし、中央からの時宜にかなつた支援を受け、

中間的 リーダーや上級 リーダー、参加型 トレーニ

ングなど様々なリーダーシップ 。トレーニングプ

ログラムを通して、リーダーたちは速いペースで

すぐれたリーダーに成長した。

(4)フ ィール ド・ リーダーの指導力の成長

組合活動の中でリーダーは最も重要であると考



えているので、私たちはリーダーの育成に注意を

払ってきた。組合活動を通してリーダーになれそ

うな人を注意深く観察してきた。 リーダーになれ

る人はまず性格が良くなければならない。組合の

専従や リーダーの役割の 1つは、多くの組合員の

中からリーダーになる素質を持つ人を見つけるこ

とでもある。だから私たちはいつも、組合の集ま

りや諸々の活動の中でリーダーとしての素質を持

つ人物を注意深く見てきた。 リーダーとしての素

質を持つ人というのは、自分より他の人のことを

まず考える。組合員はそのような人のまわりに自

然に集まってくるので、周 りの人に影響を与えて

いる。 リーダーになれると思える人には小さな仕

事だけでなく、大きな仕事も任せてみる。この過

程で、最初に不安で尻込みする人もいれば、りつ

ばなリーダーになる人もいる。有能なリーダーを

確保するための第 1の仕事は、リーダーの素質を

持つ人の発掘である。多くの組合員の中からその

ような人を探 し出すのは簡単ではない。 しかし、

専従の組合役員がよく観察をすれば、必ず見つけ

ることができる。

リーダーの上手な トレーニングには次のような

ステップが取られる。

誰がリーダーになっても最初は難しいし、ス ト

レスを感じる。とくに女性の場合は今まで組織の

中でリーダーになった経験がなく、そのス トレス

は想像をはるかに超えるものである。私たちは、

プレッシャーを分かち合うことでリーダーたちの

中に自信を育てることに努力してきた。また、組

合の会合に一緒に行つてもらい、人の前で話す機

会を持つてもらつた。私たちはユニットの委員長

や書記長と前もつて会議の検討をしたり、たたか

いについて議論する時は常に彼女たちを励まして

きた。このようなことを通して、リーダーと組合

役員は自然に信頼関係を築いてきた。お互いに夫

や子どもの話をし、心配事や組合活動への意見を

交換 してきた。ときには意見の違いによって言い

争いや激論になったりもした。 しかし、それも大

きな前進のためには当然なことであり必要な行動

でもある。

後になつて、私たちはリーダーの意識向上のた

めの教育プログラムに関心を向けた。それは、中

央本部が中級 0上級指導者用のリーダーシップ・

トレーニング・プログラムを用意し、それにリー

ダーたちが参加 したのがきっかけだつた。多くの

リーダーたちがそのプログラムに参加することに

より自分たちの生活と労働組合を結びつけて考え

ることができるようになつた。とくに参加型プロ

グラムは女性たちに適した教育方法で、その効果

はすばらしい。自信を持ち、他の人への深い理解、

リーダー間の新たなコミュニケーション技術、人

間関係の変化等々、リーダーたちの変化は驚くほ

どだった。その結果、このリーダーたちの力によ

り組合員数は増え続けた。専従役員の弱点をカバ

ーさえしてくれた。

また、専従者が何でも請け負ってしまうのでな

く、ユニットや地域のリーダーと責任を分かち合

うことで、リーダーの指導力の質を向上させるこ

とができた。たとえば、集会の計画作 り、集会で

の司会進行、決議の読み上げ、組合の会議のため

の議題の準備等々をリーダーに任せた。活動の中

で問題を丁寧に考えたり組合員とのコミュニケー

ションを通 していろいろな意見を受け入れること

で、リーダーたちは成長することができた。私た

ちはこのプロセスを大事にしている。

KW躙じのスター トの時には、「専従役員は組合

員ができることをしてはいけない」という言葉が

あつた。これがリーダー養成の原則 として うまく

機能 した。専従役員とユニットのリーダーたちは

いつも一緒にいて、さまざまな活動に一緒に取 り

組み、組合員の集まりなど一緒に行くときには意

見を交換したり、夫や子どものことや心配事など

を話 しているので、両者の間には自然に信頼関係

が築かれていく。志を同じくする同志としての関

係が築かれる。

個人的な成長を経験したリーダーたちは他の組

合員と一緒に成長 しようと努力する。自分たちが

受けた教育プログラムを他の組合員にも勧めるし、



自分たちが受けてきた励ましや自信を他の組合員

にも与えようとする。それはグループ全体の成長

にもつながつている。

毎年 10月 、キョンナム支部では各ユニットや

各地域の委員長、書記長など次期の役員を探し始

める。 リーダーとなれる人がいれば説得して引き

受けてもらう。会合の中で自然にこれまでの生活

の話や将来のことが話される。それが重要なこと

であれば、私たちは時間と努力をそのことに費や

す必要がある。組織の中で人は重要な要因なので

核 となるユニットのリーダーは最も大事である。

時間と努力をこれにあててほしい。

キヨンナム支部の到達点と今後の課題

*rrRJが 最も力を入れている非正規の学校

労働者のたたかいでは模範的な支部である。

* 支部の組合員数は 1000人。組合員の多くが学

校に 1人で配置されて働いているので、組合

員は地域全体に散らばっている。専従役員は3

人しかいないので、ユニットのリーダーが重

要な役割を果たしている。

* うまく機能する民主的なコミュニケーション

体制 :組合員→地域 リーダーの会議 (地域の

委員長と書記長)→ユニットリーダーの会議

(ユニットの委員長 と書記長)→支部執行委

員会

*質 量両方における発展 :過去 10年間で 40人

の組合員から 1000人に増加させた。

今後の課題

* さまざまな職業の女性労働者を組織すること

*賃 上げや労働者の権利だけでなく、すべての

女性の政策のために働くこと

*社 会全般において有用な活動に参加すること

(リ サイクルと分かち合い、環境にやさしい

生活、食の安全キャンペーンなど)

*KW「 Uの政治的力を高めること

(注 1)イ ンターネットフォーラムとは、ウェブサイ トの

上で議論する場のこと。メンバーは意見を述べ、他のメン

′`一からの応答を読むことができる。韓国ではインターネ

ットカフェもフォーラムと同意義で使われることが多い。

合つぶしに反対する緊急声

国際会議のはじめに、労働組合つぶしの 2つの

ケースについて緊急アピールを受けた。意見交換

の後、国際会議参加者の署名を付 して、関係者に

声明文を送った (以下、要約とその後の経過)。

<韓国 88CC(ゴルフ場)のキヤディ58人解雇>
「88CCの所有者は、愛国退役軍人省である。

88CCの キャディたちは lo年前にK卿 の支部

として労組を結成 した後、解雇や職場閉鎖などを

たたかい 4回にわたり労働協約を結んできた。し

かし昨年会社幹部が変わつて以来、組合に対する

敵視政策がとられるようになり、正当な理由がな

いまま 50人以上が解雇された。管轄省はこれを

黙認 し、組合との面談にも応 じようとしなかった。

そもそもゴルフキャディは、労働者ではなく特

殊雇用者として団結権を否定され、団体交渉権の

行使も認められていなかった。これまで K卿
と88CC支部は、あらゆる限りの力を尽くしてき

たが進展が見られず、88CC支部のリーダーたち

は 9月 16日 から無期限のハンガース トライキに

入ることを決めた。全員の解雇撤回と交渉の窓口

を開くよう強く要求する。」

鍬
"を

の不当労働″

"|こ
勝利判決 ′′

10月 8日 、88CC社の不当労働行為に対する勝

利判決が下され、労働者にとつて強力な支えとな

つた。政府も調査を始めてお り、今後ロビー活動

など聞いを強めていく。最後まで 1人でハンス ト

を続けていた 88CC支部長も 25日 ぶ りにハンス

トを終結した。 (本紙 27号に詳細な関連記事)

<タ イとフィリピンで約 40∞ 人解雇>
町humph lntemational(日 本では トリンプ)

は女性の下着を製造販売する多国籍企業。7月 に

フィリピンの工場を開鎖 し 1,660人が職を失つた。

タイでは 8月 末 1,959人が解雇された。いずれも

新 しい土地に移転 して新しい労働者を雇 う計画が

ある。これは明らかに労働組合つぶしである。

会社は、労働者の技能と献身によつて利益を得

ているのであり、労働者の生活に責任を持つべき

である。同時に、タイとフィリピンの政府は、自

国の市民に対して有効な保護や援助をせずに、多

国籍企業に奉仕することを辞めるべきだ。」
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韓国女性労働組合 10周年 参加レポー ト (1)

若者が魅力を感じる労働組日に

首都圏青年ユニオン 山田真吾

KWⅢ」10周年国際会議「オルタナティブな (も

う1つの)組織化戦略に関する会議」に参加 して

きました。創立 lo年で組合員 6000人に拡大した

中 の運動展開や組織化の実践を学び、各国の

労働組合 。社会運動のたたがいの実践報告がされ

る会議とあつて、気合いが入 ります。

参加者は女性の役員や幹部が中心で男性は韓国

の通訳の方と私の 2人だけでした。6日 間のスケ

ジュールは朝から晩までみつちり組織化戦略を話

し合いました。私は初の海外渡航 ということで今

回の国際会議はとても楽 しみでした。

会議 2日 目にケース・スタディとして「日本の

青年非正規労働者の組織化の動き」を報告 しまし

た。すき家や SHOP99での経験や正規・非正規

を問わず若者がユニオンに加入するのはなぜか、

日本国内で反貧困ネットワークや年越 し派遣村が

生まれた経緯などを報告 し、参加者から多くの質

問をもらいました。その中で「個別の労働紛争の

解決と制度全体の解決のはかり方」と「組織化戦

略はどのように立てているか」という質問があり、

私は「なぜ若者は労働組合に入 りにくいのか。そ

の背景は何があるのか」ということを語 り、「組織

率が 18%の 日本においてはまず若者に労働組合

を知つてもらい、加入することが出発点なのだ」

という回答をしました。

4日 間で合計労働時間 80時間を超えた SHOP
99元店長の清水君の実態や、年越 し派遣村の実態

の深刻さは、各国の労働状況や法制度が異なって

いてもス トレー トに伝わりますが、それがユニオ

ンの組織化とどう結びついていくのか、非正規労

働者と正規労働者 との間にはどんな違いがあるの

か。これらについて私の回答が参加者にきちんと

伝わっていたかが今となつては思い残すところで

すが、そのような経験を踏まえ、今後このテーマ

を明確に語ることが私自身の課題だと感 じました。

個別紛争を解決 しながら、会社全体の制度改善

を図つたケースはいくつかありますが、「社会全体

の制度改善」まで発展するケースはほとんどあり

ません。労働組合・ユニオンヘの見られ方から始

めていかなければ現状を変えるだけの力は持てま

せん。

ユニオンには 360人の組合員がいますが、数の

上でも影響力でもまだまだ小さな組織です。2000

年に結成したのでもうすぐ創立 lo年を迎えます

が、同じく創立 lo年の中 とは何がどう違 う

のかということを常に考えていました。組合が大

きくなり影響力を発揮できるようになるには、組

合員の 1人ひとりが生き生きと活動できるように

なることと、声をあげにくく、男性より様々な差

別を受けやすい女性労働者が活動の主体になるこ

とが必要だと感 じました。ユニオンの約 4割は女

性組合員ですので、ユニオンヘの参加の仕方と提

案された中身を具体化する道を模索しなければと

思います。

日本の若者の組織化について報告する山田さん

せっかく労働組合・ユニオンヘとつながった若

者たちとどのような運動を作つていくのかを考え

ることは自分たちの将来を考えることでもありま

す。それは若者が生きづらい社会は将来が生きづ

らい社会であると私は考えているからです。生き

づらさを生きやすさに変えるために何をすべきか

を組合員とともにどう実践したかを、もし次回同

じような会議があれば胸を張つて報告できるよう

にしていきたいと思います。

最後に、今回の国際会議は旅費や滞在費、会議

に必要な様々な資料の準備は帥 とKWWA
のご尽力によって行われたものでした。帥 と

―
Aのみなさんに心から感謝するとともに、

日頃私たちの活動を支えてくれている多くの方々

への感謝を述べたいと思います。

(追記 :私の報告の様子が韓国のインターネット

サイ トに載 りました。ハングルで書いてあります

が、よかったらお読みください。)

http://www.lab

=91413&pNo=1&mldl=11&mld2=&sDate=&is
View=1



韓国女性労働組合 10周年 参加 レポー ト (2)

歴史を塗り替えてきた廿性たち
ペイ・エクイティ・コンサルティング・オフィス

(PECO)屋嘉比ふみ子

9月 12日 午後開かれたKWH」10周年の記念祝

賀会に参加 した。「準備にどれほどのエネルギーと

時間を費やしたのだろう」とつい準備する側に立

って観たが、その豊かさには本当に感心した。

2000年 に開催された 1周年の国際フォーラム

にも参加 した私は、当時 400人 だつたKW「Uが、

わずか 9年間で見事に発展させたその力強さと戦

略の確かさを感 じた。

13日 から3日 間の国際会議では、世界各国とコ

ンタクトを取 り、グス トを招待 した KW「Uの政

治力のすごさに感銘を受ける。多数の国から報告

されたが、とりわけ南アフリカや中南米のニカラ

グアの生の報告は、とても刺激的な内容だった。

1.南アフリカ

農場労働者を組織 している組合 (2004年発足)

のリーダーからの報告。役員の 9割は女性だとい

う。トレーニング、ア ドボカシー、ロビーイング、

戸別訪問などをして組織化 した。組合とは何かを

説明して歩いた。女性や子どもたちが果実畑など

で働く時の安全確保が重要。子どもたちの大半が

暴行 (レイプなど)の被害に遭っているが、被害

者は声を上げられない。ほとんど海外資本で農産

物は輸出しているが、農業従事者たちの人間とし

ての尊厳は無視されている。子どもたちの学費も

払えないため、組合で学校の制服を支給させた。

有給の産体も勝ち取つた。南アフリカの西から東

にかけて運動を広げたい。

2.ニ カラグア Ma五a Elena Cuadra(MEC)

(女性指導者の名前を使用 した女性団体)

45年間ソモサ政権 (ア メリカの愧儡)が独裁し

たが、サンディニスタが反体制のクーデターで国

家企業とした。選挙で交代した新 しい政権が繊維

を含む重要産業を民営化 し、多国籍企業が入 り込

んだため自由貿易地域ができた。台湾、香港、ア

メリカなどの多国籍企業による迫害が続いている。

MECの運動は創設に 500人の労働者が参加 し、

普遍的な自由と社会正義を求め運動 している。フ

ェミニズム、ジェンダー、自己啓発、交渉・調停

能力、問題解決力など、2000人 を教育した。法改

正や法整備にジェンダーの視点を入れ、機会均等

を求めている。FTA(自 由貿易協定)に反対 して、

「雇用は人間の尊厳を守るものでなければならな

い」と要求デモをした。外資は次々閉鎖し、企業

は倒産したが、未払い賃金を取るには工場占拠を

いち早くする必要がある。早朝 5時から事務所を

開き、労働者に冊子を配る。女性の権利が認めら

れなければ人権とはいえない。★抵抗と組織化の

歴史の国だから、女性の組織化は困難ではない。

★女性はいつでも失業し虐げられてきた。女性が

決定権をもつために、自力で立ち上がることを選

択 した。政治を私たちが動かす、それが運動の真

髄。との力強いプレゼンテーションだった。

南アフリカの長かったアパル トヘイ トとの闘い

とマンデラ大統領の誕生への感動、またニカラグ

アの 80年代の激 しい民族闘争を思い出し「闘い

と勝利の歴史」に感慨を深めた。長い人生の中で

何度も歴史は塗 り替えられると確信することがで

きたが、女性差別は永遠の課題である。身体を張

つて闘つてきた女性たちに心から敬服する。

報告とワークショップを通じて、世界中で女性

の非正規化による貧困が急速に広がっていること

が印象に残る。私は、「非正規労働者を組織化する

国際キャンペーン」の取組みについて提案 した。

ニカラグアから「支持する。自分たちのネットワ

ークの中でできるだけ多くの人に伝えることその

ものがキャンペーンである。大きな社会ilE動を始

めることを提起する」。南アフリカから「私たちの

大きなテーマはどういうオルタナティブがあるか

ということ、同じことの繰 り返 しではなく世界を

逆転させるために何をするかが重要」など意見が

出たが、KWttJは「国際連帯、他の運動との連帯

を広げていくことも重要であるが、各国でできる

ことから実践する」とまとめた。政治も経済も過

去 20年間で一気にグローバル化 した。その犠牲

者である労働者こそがグローバルにつながること

が課題だと思 うが、道筋は険しい。

4日 間のイベントを成功させたK¬咽 とWWA
のスタッフに感謝 とねぎらいの気持ちで一杯であ

る。

8



韓国女性労働組合 10周年 参加レポー ト (3)

希望を捨てず チャレンジ !!

ACW 2(働 く女性の全国センター)伊藤みどり

1997年、CAWが主催 した東アジア女性労働者

会議の際、韓国の女性たちが女性ユニオン東京の

事務所を訪問し、はじめて交流を持った。その時

は、「男性もいるのに何故女性労組の組織化なの

か」と疑間を持たれた。

しかし韓国では、1997年以降の mr危 機の中

で、女性たちのリス トラに対して既存の労働組合

が女性たちの労働問題を取 り組まない状況であつ

たことから、女性労組設立を組織化戦略とした。

1999年に女性ユニオン東京ではじめて韓国に

行って以降、今回は 7回 目になる。その間に私た

ちは、2007年に、女性ユニオンや女性の NGOを
結ぶ ACW2(働く女性の全国センター)の結成を

果たし、結成大会に韓国からマリア・ リーさんを

招待した。それは、韓国の女性労組の目覚 しい成

長に触発され全国組織の結成がなんとしても必要

との思いがあったからだ。

「女性ユニオンの経験には、とても貴重な宝の

ようなものがたくさんあるのに全国で共有化でき

ていないこと、経験が個々の活動家の中にとどま

つていて、女性労働者に還元されておらず、社会

的に見えるように出来ているとは言いがたいこと

を変えたい」という強い思いがあった。

今回、韓国での 5日 間は、改めて日本の運動に

は組織化戦略がかけてお り、ケース・スタディで

学んだことを日本でどう伝え、実践するのか思い

だけが、先に進んでいる。

日本と韓国は、人口も面積も歴史も文化も違 う

から参考にならないと、言つてしまえばそれまで

だが、韓国の女性たちは、南アフリカやニカラグ

アといった、アジア以外の女性たちの経験からも

学び、良いことはどんどん理屈抜きで実践 しなが

ら組織化 し改善を図つていく。こんな前向きな運

動にいつも勇気をもらうことが出来る。評論ばか

りしているうちに、何も組織化 しない日本の運動

とは大違いだ。 うまく行くかいかないかではなく

「必要だと思 うことは、実践に移 していく」とい

う姿勢はいつも共感できる。

確かに、日本の女性の孤立の状況は、組織化の

障害になっている。しかし、今でも覚えているが、

1999年当時の韓国女性労組は現在と違つて、日本

の女性たちの現状と比べても今のような元気はな

かつた。しかし、毎年、組織化 目標を立て議論じ

て決定したことは、確実に実践 していく韓国女性

労組は、400人から 6000人を超える組織に成長

したのである。量的な拡大は質にも転化 している。

韓国の女性労組の組織化戦略の中で参考にして

みたいと思ったのは、ケース・スタディの一番初

めに出されたキョンナム支部のケースである (3

-6面参照)。 「中央組織のリーダーは末端組織の

リーダーが出来ることは、決して代行 してやらな

い」という原則のもとに、「組合員から組合員へ、

リーダーからリーダーヘの組織化のための トレー

ニング」を組織的にきちんとしていることである。

団体交渉の仕方はもちろんのこと、プレゼンの仕

方や、会議の仕方を教えていくことを重視 してい

る日本の労働組合は、どれほどあるだろうか ?ノ

ルウェーの労働党の女性局のリーダーシップ教育

にも書かれていたし、アメリカの教材にもあつた。

これらの教育は、非正規雇用で働 く女性たちが

職場のことを言葉にし自らの職場の改善のために

組織化 していく上で必要不可欠なプロセスである

のに、日本は代行主義が横行 し現場の人たちから

学ぼうとしないで、現場とかけ離れたところで運

動をしているといつても過言ではない。これでは、

いつまでたっても法改正がされたとしても現場の

人たちが権利行使もできない状況は変わらない。

ここでも、 1対 1の対話の重要性が強調された。

これはとても印象深かつた。どんなに正しいこと

を言つていても、組織化なくして変革なしと、私

は今でも確信 している。

今回残念だつたのは、女性ユニオンの次の世代

の参加を予定していたのに、実現できなかつたこ

とである。女性ユニオン東京でもACW2で も今回

学んだことを共有化していきたいと考えている。



衣服をつ<る女性たち
ジェンダー・世界の衣料産業・女性たちの運動

[5]行動規範をジェンダーの視点で②

Angela Hale, Jane Tumer

<行動規範 (Codes of Conduct)前 号の続き>

7.いかなる差別も行われない

行動規範は一般に、採用、報酬、研修、昇進、

解雇、退職において、人種、階級、出身国、宗教、

年齢、障害、ジェンダー、婚姻上の地位、性的指

向、労働組合員であるかどうか、政党に加入して

いるかどうかに基づく差別はあつてはならないと

述べています。しかし、HⅣ の状態や性と生殖の

権利に基づく差別、子どもの世話をしている女性

や男性が経験 してきた差別は含まれていません。

ジェンダーによる差別は雇用関係の中に深く取

り込まれてお り、女性は他のあらゆる被差別グル

ープにも含まれているので、複合的な差別に直面

します。このような状況に対応するには現実的な

取 り組みをすることが重要です。どんな形の差別

なのか、たとえば報酬や昇進におけるジェンダ

ー・ギャップとい うように問題を特定して地道に

一歩ずつ取 り組むことも必要です。このときに差

別を止めさせる対策が逆に女性に不利な結果をも

たらさないよう注意を払 う必要があります。

イン ドでは、女性労働者を一定数以上雇用して

いる工場に、託児施設の提供を義務付ける動きが

裏 目に出て、結果的に女性が  されないという

ケースがありました。この事例は、反差別的規定

が うまく実行されるためには、政府や市民社会を

含むあらゆる関係者が、たえず役割を果たし圧力

をかけ続けることの必要性を説明しています。

8.正規雇用が提供される

法的に認められた雇用の地位を得る権利は、女

性労働者にとつてはどの行動規範でもおそらく最

も重要な条項でしょう。工場の臨時労働者であっ

ても家内労働者であっても、雇用契約書がなけれ

ば、行動規範も他のどんな規定も、権利を行使す

る手段として使えないことを女性たちは知ってい

ます。 したがって、この条項の実行にはもつと注

意が払われる必要があります。2003年 、NGOの

ETI(Ethical■ ading lnitiative)南 部会議にお

いて参加者たちは、供給連鎖すべての使用者にそ

の労働者全員と契約をすることを法律で義務付け

るべきだと提案しました。

9.どんな不快さも非人道的な扱いも許されない

女性は階級組織の底辺に集中しているので、監

督者や管理者のいじめ行為に苦しむことが多くな

りがちです。セクシュアル・ハラスメントもこれ

に含まれ、この条項にあてはまります。性的ない

じめや他の形のいじめを除去するために、行動規

範は、女性労働者にとつて安全な労働環境を作る

のに必要な対策について、ガイダンスを提供 して

います。その対策とは、

* 管理や監督の役に付く女性の数を増やすこと

* 女性労働者が昇進できるような トレーニング

を行 うこと

* セクシュアル・ハラスメントを真剣に捉え、

敏速に効果的に対応すること。

* セクシュアル・ハラスメン トについて効果的

な会社方針を採用実施し、会社のすべてのレ

ベルで トレーニングを行 うこと

* セクシュアル・ハラスメントを受けている女

性労働者が内密に相談できる上位の女性や法

律の専門家を明らかにしておくこと

行動規範に追加条項は必要か ?

女性にとつて重要な問題はほとんど、現存する

行動規範の中に暗に含まれている可能性はあると

しても、別個の分野として明確に扱われれば、そ

の見えにくさが緩和されます。たとえば・・・

親である権利

親である権利を明記する別条項があれば、生と

生殖に関する権利や、保育関連の問題を強調させ

ることができるでしょう。衣料産業では女性の性

と生殖に関する権利の侵害が珍 しくありません。

たとえば、妊娠 したために解雇され、妊娠検査を

強制され、有給の出産体暇が与えられないことな

どです。同じように、長時間労働や保育施設がな

いことは、女性が子どもに適切な世話をする機会

を否定されるということです。このようなことは

女性にとって最も重要な問題の 1つなので、自分

の権利 として取 り組む必要があります。
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個人の安全の権利

これがあれば、性的 。身体的いじめの問題だけ

ではなく、女性が残業のあと安全な帰宅手段がな

いこともカバーできます。残業 している女性を安

全に帰宅させる規定が必要です。女性労働者が安

全な交通手段が得 られる時間内に残業を終え、適

切な料金で利用できることを規定に明記できます。

規範の実行に関する原則

規範の実行においては、ジェンダーヘの配慮が

すべての局面で基本となります。監視、検査、苦

情処理、回復措置プログラムが含まれます。

行動規範の実行状況を評価するために、営利企

業や非営利組織によって内部の監視制度が作られ

検査が行われるようになりましたが、ほとんどの

場合、ジェンダー特有の問題が取 り上げられてい

ません。次のような対策によって、女性労働者に

影響を与える問題を明確にすることができます。

* 検査員、バイヤー、工場長は、ジェンダー啓

発 トレーニングを受け、差別条項はじめ条項

の解釈方法について特別のガイ ドラインを与

えられるべきである

すべての検査チームに女性が含まれ、女性労

働者と話ができる検査員になるべきである

女性労働者にとつて重要な違反を摘発する助

けとして、とくに女性の問題を中心に取 り組

んでいるグループでは、参加型の方法が使わ

れるとよい

報復の危険を避けるために工場外での面接が

行われるべきであり、女性労働者が微妙な問

題について怖がらずに話せる安全な場所を提

供すべきである

検査会社は、差別などその地域に特有な問題

について話 し合 うときは、前もつて地元の労

働組合や女性組織と連絡を取るべきである

苦情処理制度はいつでも (検査員が不在のと

きでも)、 労働者が声を上げられるようにすべ

きである。そのことが監視や検査制度の中に

労働者の参加を認めることにつながる

ジェンダーに敏感な対応ができる地域の独立

した監視グループや市民組織が、検査や回復

計画のフォローアップについて企画し参加す

るために雇われるべきである

妊娠を理由に解雇されたのかどうか、出産手

当や他の受給資格のある社会的手当が支払わ

れているかどうかなどを査定するために、地

元の女性組織、労働組合、法律専門家との相

談も行 うことができるようにする

* ジェンダー別の情報は、ジェンダーによる差

別を見つけ出すために使 うことができる。た

とえば、管理職の男女比率、監督になるため

の トレーニングを女性が受けているか、女性

の雇用の地位は男性 と比べてどうか、女性労

働者は圧倒的に臨時契約なのか、職業上の分

離があるか、同じ仕事に対する女性の賃金が

男性より低くないかを見ることができる

さらに追加 として、労働者は行動規範、実行手

順、関連する問題についての情報と教育を受ける
べきです。監視や検査報告の後の回復措置、とく

に非常に微妙な問題に関しては、女性労働者が関

わるべきです。さらに、規範を守るよう常時監視

する地位につく女性の監督や管理者の数を増やす

ため特別教育が提供されなければなりません。

会社の購買慣行 (例えば供給業者に支払われる

代金あるいは運搬のために許される時間)は、会

社の行動規範で決められている要求とは矛盾する

のが普通です。たとえば、供給工場に支払われた

代金が過去 8年から 10年にわたつて確実に下落

してきたという事実は、供給業者がコス トダウン

を維持するために下請けを頼る要因にもなってお

り、そのことが労働者の賃金に影響を与えてきま

した。つまり下請け工場の労働者は供給工場の第

一段階よりも次第に賃金が低くなつていきます。

同様に小売業者が主張する「ジャス ト イン タイ

ム」の納入は、供給業者が「柔軟な」労働力と過

剰な残業を求めることに貢献 してお り、その要求

は小売業者が (規範通 り)適切な労働時間を守ろ

うとすることと相容れません。 したがって、購買
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慣行はジェンダーの視点で検証される必要があり

ます。そうでなければ、会社は行動規範に書かれ

てある責任を果たすことは難 しいでしょう。

女性労働者による女性労働者のための行動規範

ほとんどの行動規範は、供給連鎖のはるかな終

着点にいる女性労働者は言 うまでもなく、労働者

との交渉はまつたくなしに作成されています。会

社や使用者団体、購買代理業者、利害関係者によ

って トップダウン方式で進められてきました。

しかし、わずかですが労働者自身によつて作成

された行動規範の例があります。とくにニカラグ

アの倫理規範は、マキラドーラ (保税輸出加工区)

の数千人の衣料労働者と共に活動している女性組

織である Ma五a Elena Cuadra女性運動 (MEC)
によつて作成されました。現存する法律を基にし

ているため、他の行動規範モデルと違 うわけでは

ありませんが、女性労働者と直接話 し合 うことで、

ニカラグアの輸出用衣料部門にいる女性労働者の

優先事項を反映しています。その倫理規範は 1998

年 2月 に内閣法令となり、後にマナグア自由貿易

地域の全使用者によつて署名されました。

この行動規範には、労働組合や労働者組織や

NGOに よって作られた規範と同じように、IL0
の中核的労働基準 (結社の自由、児童労働廃止、

差別排除、強制労働禁止)が含まれています。ま

た性と生殖に関する権利、職場の健康と安全一ど

ちらもニカラグアの自由貿易地域では頻繁に違反

がある一、身体的精神的いじめ、社会的福利厚生、

給料や諸手当の支払い、それに労働時間が入って

います。 とくに再生産に関するニーズ、たとえば

妊婦のニーズや、労働者に敬意を持って対応する

ことの重要性について繰 り返し言及 しています。

この行動規範の主要な成果としては、女性労働

者をエンパワーしてきたことです。 トレーニング

や意識の向上を通 して、自由貿易地域および国内

で MECの信頼性を確立したことです。

行動規範は、労働者が権利を要求するための道

具として使われています。 3万人の MEC会員と

8千人の労働権推進者 (注 2)が手帳サイズの規範

を毎日工場に持って行き、違反に対抗できるよう

にしています。自分たちの権利を知 り、MEC法
律チームから法的支援を得 られ、衣料労働者の権

利を守るための社会的に認められた組織の会員で

あることで対抗できるという自信を持っています。

女性労働者の自信とエンパワメン トのレベルを

表す重要な指標を労働権の違反件数増加に見るこ

とができます。2002年 にMEC法律チームが扱っ

た総件数は 2,353件 でしたが、今では約 4万人の

労働者が労働法とニカラグア倫理規範のハンドブ

ックを持つています。Las Mercedes自 由貿易地

域の最大手工場の 1つ、Chih Hsing社の法的代

理人は、「これは労働者に大きな影響を与えている。

権利を要求するときには、みんなポケットからハ

ンドブックを取 り出して自分たちの行動を守る条

項を大声で読み上げる。」と報告 しています。

MECに よつて創 り出された交渉技術、国内法

の知識、政治力は、労働者が使用者との間の問題

を直接解決することを可能にし、それは何か月も

かかつて訴訟を法廷に持ち込むよりもはるかに敏

速で効果的です。輸出加工区にある会社の人事担

当長の Mi C010resは 「MECの強みはしつかり

と訓練された推進者のネットワークである。彼ら

は法的な議論によつて交渉できることを示し、間

題をどのように対話によって解決できるかを提示

している。」と同意 しています。

自由貿易地域の管理会社のPR局は、工場内で

働いているMEC推進者が問題をできるだけ工場

内で解決しようとしていることが分かり、会社は

以前より開放的になっていることを認めています。

すべての行動規範と同様に、実行は容易ではあ

りません。それでもMECの規範開発への取 り組

みは、スター ト地点から女性労働者を取 り込むこ

とによつて成 し遂げられたことを示 してお り、労

働者が行動規範を所有していることがエンパワメ

ントと実行力に関して重要であることを強調して

います。もちろんこれはプラン ド会社や小売業者

の責任を取 り去るものではありません。同じくブ

ラン ドに圧力をかける利害関係者の主導力や運動

家の役割は依然として重要です。 しかしⅣECが
示 していることは、規範の内容を超えて、重要な

のは女性労働者を組織 し、権利についての教育を

提供することだということです。 (つづく。CAW
ネット。ジャパン翻訳グループ訳)

(注 2)自 由貿易地域内の労働者に、権利について助言を

したり、労働者が雇用主に規範違反であることを伝える援

助をしたりする罰1練された労働者。
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